
可

可
観
小
蔵
倉
七

し
前
後
を
失
ふ
。

E
信
心
底
に
、
存
命
し
摘
e
益
注
し
‘
自
殺
し
て
泉

下
の
御
供
せ
ん
と
、
骨
髄
に
徹
し
思
ひ
け
れ
ど
も
、
尺
寸
の
万
叙
怠

け
れ
ば
無
力
。
然
る
に
銚
は
ゆ
る
さ
れ
て
側
に
あ
り
け
れ
ば
、
欽
を

南
方
へ
引
延
し
、
一
方
を
扇
子
の
骨
に
結
付
‘
手
拭
を
以
て
骨
と
鉄

と
を
傘
添
て
、
五
月
廿
目
申
時
枕
を
突
通
し
、
切
庇
を
挽
か
き
自
害

し
泉
ら
れ
ぬ
。
遺
書
一
逝
有
之
。
共
文
目
。

私
儀
二
十
一
年
以
前
、
乍
恐
寄
付
を
以
寸
志
を
申
上
候
所
に
、
御

取
上
不
被
遊
。
上
意
の
上
は
如
何
様
に
も
可
被
仰
骨
候
所
、
御
用

捨
被
仰
出
、
共
後
四
年
以
前
、
勿
論
是
を
以
て
一
命
を
指
上
候
覚
悟

に
て
、
八
幡
・
清
水
寺
へ
参
詩
仕
候
段
、
酒
井
修
理
大
夫
方
迄
言
上

仕
候
様
に
申
趨
候
得
者
、
早
速
上
聞
に
建
候
所
に
、
不
屈
に
被
思

召
候
得
共
、
親
加
賀
守
筋
目
有
之
者
と
被
思
召
候
と
の
上
意
に

て
‘
叉
候
や
命
御
助
被
遊
、
松
平
淡
路
守
へ
御
預
被
遊
、
霊
々
御
厚

恩
難
有
奉
存
候
。
共
節
も
若
州
に
於
て
土
俵
土
岐
十
左
衛
門
へ
申

候
如
く
、
一
命
指
上
罷
在
候
上
は
、
何
の
道
に
も
同
事
に
存
候
。

併
身
の
錆
少
も
命
を
保
ち
申
度
心
得
無
御
座
候
得
共
、
建
国
に
て

成
共
暫
〈
存
命
仕
候
て
、
御
機
嫌
伺
申
難
有
奉
存
候
。
結
伺
切
腹

被
仰
付
被
下
候
は
ど
、
恭
可
奉
存
候
得
共
、
上
よ
り
の
御
用
拾
を

の
怨
恨
な
し
、
満
心
の
忠
誠
と
云
ぺ
し
。
然
に
弟
の
筑
前
守
天
壌
の

遼
ひ
、
父
兄
の
志
を
辱
し
め
た
る
者
と
去
ぺ
し
。
加
賀
守
正
盛
殉
死

の
時
、
僻
世
の
歌
二
首
、

行
末
は
く
ら
く
も
あ
ら
じ
時
を
得
て
う
き
世
の
隙
を
略
の
雲

さ
り
と
も
と
思
ひ
し
事
も
夢
た
れ
や
何
言
の
葉
も
か
た
み
な
ら
ま
し

一
、
盟
島
刑
部
、
井
上
正
就
を
忍
殺
す

寛
永
八
年
紳
八
月
十
目
、
御
老
中
井
上
主
計
頭
正
就
胡
訓
随
想
於
殿

中
篇
=
御
使
番
盟
島
刑
部
-
斬
殺
せ
ら
る
o
此
鉢
御
小
姓
組
青
木
小
右
衛

門
は
、
刑
部
が
主
計
頭
を
突
殺
た
る
を
見
て
、
刑
部
を
組
留
た
り
。

刑
部
持
た
る
脇
刺
を
逆
手
に
取
直
し
、
背
木
を
も
突
か
ん
と
せ
し
が
、

鞠
思
慮
あ
る
鉢
に
て
、
せ
が
れ
め
/
¥
放
候
様
に
と
云
。
此
墜
を
聞
て

御
番
衆
馳
来
り
、
雨
入
と
も
に
斬
た
り
。
刑
部
は
死
す
、
青
木
は
未

死
け
り
。
御
老
中
馳
寄
共
仔
細
を
簿
ね
ら
る
。
青
木
は
矯
傍
説
、
深

手
飴
多
負
け
れ
ど
も
共
調
仰
を
不
告
。
唯
今
.
如
何
成
宿
意
に
や
、
主
計

頭
を
盟
島
刑
部
突
殺
候
。
依
之
捕
者
走
か
L
り
、
刑
部
を
組
留
候
は
.

ん
と
仕
候
所
に
深
手
負
候
。
御
番
衆
大
勢
出
合
て
、
刑
部
は
相
呆
候

と
の
み
返
答
あ
り
。
鏡
傍
鐙
繰
り
て
被
切
た
る
事
を
、
一
品
目
も
不
告

し
て
絡
に
死
す
。
老
中
見
聞
せ
ら
れ
、
傍
輩
の
大
勢
罪
を
得
ん
事
を

可
観
小
哉
容
七

t
-
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御
訴
訟
申
上
候
は
ど
‘
不
足
の
心
を
存
候
様
に
有
之
、
慮
外
に
可

罷
成
と
存
、
今
日
迄
も
存
命
仕
候
。
淡
路
守
方
よ
り
毎
度
御
機
織

の
御
様
健
を
事
承
知
罷
在
候
。
向
後
は
御
機
嫌
伺
の
俄
無
之
侠
て

の
存
命
は
‘
無
詮
事
に
候
僚
絡
命
仕
候
。
御
鋤
策
に
て
罷
在
、
御
供

左
ど
L
存
儀
無
之
候
。
高
一
・
加
様
に
申
置
候
所
は
、
近
年
殉
死
御

法
度
故
、
平
孫
を
か
ば
ひ
候
か
と
、
不
存
者
は
評
判
も
可
申
倹
や
。

御
用
に
上
候
子
孫
共
に
候
得
者
、
捕
以
冥
加
に
相
叶
候
事
、
大
盤

至
極
に
候
へ
ば
‘
御
科
御
赦
菟
不
被
遊
に
御
供
仕
候
は
、
道
理
に

背
き
却
て
不
砲
に
存
候
に
付
、
喰
無
用
の
命
故
相
果
候
迄
に
て

候
。
加
様
の
鉢
に

t.
も
‘
如
何
成
闘
の
端
不
慮
の
儀
も
出
来
、
御
奉

公
に
一
命
不
指
上
候
事
、
時
節
と
申
訟
が
ら
残
念
奉
存
候
。
日
頃

の
所
存
に
焼
事
、
天
道
に
御
座
候
間
末
々
可
被
聞
候
。
右
の
趣
‘

委
細
に
老
中
迄
被
仰
建
可
被
下
候
。
額
入
存
候
。

五

月

廿

日

堀

岡

上

野

介

亙

信

判

松
平
淡
路
守
様

上
州
自
殺
の
俄
並
右
遺
書
‘
淡
州
よ
り
早
速
御
老
中
へ
被
相
建
候

所
、
淡
路
守
者
暫
く
関
門
被
仰
付
候
。
上
野
介
股
忠
憤
に
不
堪
自
殺

の
始
終
、
誠
屈
平
が
遺
風
あ
り
。
潔
白
の
心
中
初
絡
不
袋
、
且
一
言

思
ひ
、
一
言
も
不
申
候
と
殊
の
外
感
心
し
、
諸
人
も
讃
談
せ
り
。
家

督
無
相
逮
被
仰
付
候
。
此
度
刑
部
が
意
趣
繭
設
あ
り
。
則
如
左
ο

主
計
頭
息
河
内
守
へ
肘
宮
崎
問
越
中
守
芭
時
間
議
鵠
揺
埠
女
を
婚

姻
あ
る
ぺ
き
よ
し
‘
刑
部
媒
を
以
て
相
極
む
。
然
所
主
計
頭
約
を
鑓

じ
、
鳥
居
土
佐
守
成
衣
の
娘
を
申
談
じ
、
則
刑
部
を
招
て
云
。
内
々

嶋
田
氏
と
縁
組
相
談
し
、
取
持
に
演
候
へ
ど
も
、
上
意
を
以
て
鳥
居

土
佐
守
女
を
被
仰
付
候
。
再
三
僻
退
仕
候
へ

E
も
不
相
叶
候
に
付
.

無
是
非
御
諦
申
上
候
。
近
頃
残
念
な
が
ら
断
に
及
候
回
目
被
申
候
。
刑

部
承
候
て
更
に
賓
と
も
不
存
事
也
。
右
の
仔
細
言
上
あ
ら
ん
に
、
辱

e

で
か
押

τ其
約
を
遼
へ
、
外
を
可
被
仰
付
候
や
。
定
て
、
島
岡
氏
は
小

身
也
、
烏
居
は
大
名
也
o
是
を
以
て
約
束
を
被
替
候
も
の
と
、
大
に

恨
怒
て
座
を
起
ち
蹄
り
ぬ
。
扱
島
問
へ
は
書
紋
を
以
て
右
の
趣
申
選

る
o
島
問
氏
返
容
に
は
、
主
計
頭
不
信
不
識
不
及
官
議
候
。
備
に
貴

殿
と
某
と
の
不
幸
と
云
ぺ
し
、
地
忍
は
難
成
事
也
と
返
事
す
o
赴
を

N
V
て
不
得
己
主
計
頭
を
打
果
せ
り
。
島
田
は
気
色
滞
り
鴛
養
生
引

範
、
此
事
を
閑
よ
り
も
刑
部
は
義
深
き
人
と
漏
り
感
動
し
、
我
も
可

死
と
押
肌
ぬ
ぎ
‘
協
指
を
突
立
た
り
。
近
習
の
者
共
大
に
鴬
き
、
前

後
よ
り
数
人
取
付
、
自
害
を
留
た
り
。
共
内
に
一
一
族
老
臣
寄
合
、
仔
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